
長野県内の子どもの性被害と条例の適用状況について

１ 県内の子どもの性犯罪被害の状況（警察統計から）

（参考）SNSに起因する事犯の被害児童数及び児童ポルノ事犯における自画撮り被害児童数の推移

※H26～H27 県内未公表

県民文化部こども若者局次世代サポート課
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刑法 強制性交等・強制わいせつ 45件 35件 43件 33件 21件 28件 認知件数

児童買春 13人 11人 7人 9人 7人 2人

児童ポルノ 16人 21人 17人 18人 19人 21人

児童福祉法 淫行させる行為 2人 2人 1人 1人 2人 1人

威迫等による性行為 - - 0人 0人 0人 0人

深夜外出 - - 2人 3人 0人 0人

（参考：全国）

刑法 強制性交等・強制わいせつ 3628件 3245件 3233件 2887件 2795件 2437件 認知件数

児童買春 518人 577人 645人 544人 562人 379人

児童ポルノ 905人 1313人 1216人 1276人 1559人 1320人

児童福祉法 淫行させる行為 291人 279人 218人 167人 136人 152人

みだらな性行為等 1266件 1305件 1390件 1537件 1691件 1606件

深夜外出 1030件 858件 899件 812件 893件 861件

都道府県の青少年保護

育成条例等
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（参考）都道府県別の青少年保護育成条例等の検挙件数（Ｒ元：暦年）

全国 みだらな性行為等 1,691件 深夜外出制限違反 893件
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淫らな性行為等

深夜外出制限違反

３ 長野県性暴力被害者支援センター（りんどうハートながの）の相談状況（R２年度)
新規相談件数100件のうち、被害時年齢が18歳未満であった相談は31件となっている。
事案に対してセンターが行った対応について、令和３年6月７日開催の長野県性暴力被害者
支援センター運営懇談会に報告し、委員から助言・指導を受けている。

被害時年齢が18歳

未満の件数
3件 31件

注）上記区分は相談内容から判断したもの（警察認知ではない）

11件 13件 4件 28件

合計区分 その他
意思に反する

性交等

意思に反する

わいせつ

性的虐待・

DV（性暴力）

左記の

小計

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

威迫等による性行為等

（条例第17条第1項）
0件 0件 0件 0件 0件

深夜外出制限違反

（条例第18条第2項）
0件 2件 3件 0件 0件

威迫等に該当しない性行為等

（本県罰則なし：第2類型　）
2件 2件 0件 0件 1件

内　容

　　県警から県へ情報提供のあった事案（情報提供の時期で集計）

※

２ 長野県子どもを性被害から守るための条例 適用状況

※第2類型：青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交
類似行為

令和２年度に、県警から県へ情報提供のあった威迫等による性行為等（条例第17条第1項）及び
深夜外出制限（条例第18条第2項）の違反事案はいずれも０件。
また、威迫等に該当しない性行為等（いわゆる第2類型 ）の事案の報告は１件。※

４ 長野県内の児童相談所の状況
令和２年度の児童虐待相談対応件数は2,825件であり、うち性的虐待は21件となっている。

長野県
○みだらな性行為等3件（他県の青少年保護育成
条例違反により長野県警が摘発した事案）
○深夜外出制限違反4件（同上）

年　度 H28 H29 H30 R元 R2

相談対応件数 1,909件 2,048件 2,370件 2,804件 2,825件

　うち性的虐待 22件 20件 15件 20件 21件
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令和２年度の長野県子ども支援委員会における 

「長野県子どもを性被害から守る条例」に関する事案の検証状況 
 

県民文化部こども若者局次世代サポート課  

１. 検証の視点 

子どもへの人権侵害や被害児童へのケアの充実の観点から、個別事案を検証  

（非公開）  

 

２. 検証案件 

令和３年３月 22 日に開催された子ども支援委員会において、県警察本部か  

ら情報提供のあった下記の案件について検証を実施  

なお、事案の詳しい内容、被害児童への支援状況等については、委員会にお  

いて口頭で説明 

威迫等による性行為等（条例第 17 条第 1 項）  ０件 

深夜外出制限違反（条例第 18 条第 2 項） ０件 

威迫等に該当しない性行為等（本県の条例上罰則なし：第 2 類型※）  １件 

合   計 １件 

※青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない

ような性交又は性交類似行為  

 

行為者（行為時）  県外居住  10 歳代 男性   

事案の概要 行為者は、令和２年 12 月、インターネットを介して知

り合った女子（県内在住、 10 歳代）をホテルに誘い、

性交類似行為をしたもの。  

事案が明らかになっ

た発端 

保護者からの通報により事案を認知  

 

３. 委員意見（要旨） 

（１）子どもの孤立防止について  

被害者は、相談にのってもらいたかったため、インターネットを介し行為

者と知り合ったが、子ども自身の気持ちを適切な大人が聞いてあげる場を提

供することが大人の使命であると思う。  

（２）相談体制の充実  

現時点でカウンセリングやケアを必要としていなくとも、後になって相

談したくなった時に相談できる機関などをペーパーで渡してほしい。  
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ブ

ル
相

談
に

つ
い

て
、

専
門

機
関

が
助

言
・

支
援

を
実

施
・

相
談

件
数

：
4
0
4
件

2
,
0
6
2

2
,
0
6
2

地
域

に
お

け
る

情
報

モ
ラ

ル
向

上
支

援
事

業
と

し
て

、
保

護
者

や
地

域
住

民
が

情
報

モ
ラ

ル
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
適

正
利

用
に

つ
い

て
学

ぶ
取

組
を

支
援

・
「

子
ど

も
の

性
被

害
予

防
の

た
め

の
取

組
支

援
事

業
」

で
実

施
し

た
情

報
モ

ラ
ル

教
育

研
修

会
4
5
回

　
参

加
者

6
,
9
0
4
人

2
,
0
1
7

2
,
0
1
9

9
高

校
生

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
適

正
利

用
推

進
事

業

・
高

校
生

Ｉ
Ｃ

Ｔ
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

の
開

催
を

通
じ

て
、

高
校

生
が

情
報

モ
ラ

ル
に

つ
い

て
自

ら
考

え
、

他
者

の
意

見
を

聞
き

、
議

論
し

て
意

見
を

ま
と

め
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

適
正

利
用

の
あ

り
方

に
向

け
た

主
体

的
な

取
組

を
支

援

・
長

野
大

会
（

1
0
月

1
7
日

　
Z
o
o
m
を

使
用

し
た

自
校

参
加

）
に

は
高

校
７

校
、

2
6
人

の
生

徒
が

参
加

。
・

オ
ン

ラ
イ

ン
開

催
の

全
国

大
会

に
長

野
県

代
表

1
校

が
参

加
。

3
2
3

3
3
3

1
0
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
つ

い
て

の
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

の
実

施

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

利
用

に
関

す
る

児
童

生
徒

の
実

態
等

を
把

握
し

、
指

導
や

啓
発

活
動

に
活

か
す

た
め

、
民

間
団

体
と

協
力

し
ア

ン
ケ

ー
ト

を
実

施
・

併
せ

て
保

護
者

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

し
、

子
ど

も
利

用
実

態
の

把
握

状
況

や
意

識
を

調
査

・
民

間
団

体
と

協
力

し
、

小
中

高
校

の
児

童
生

徒
を

対
象

に
6
月

～
7
月

に
実

施
、

1
1
月

1
3
日

に
調

査
結

果
を

公
表

・
調

査
結

果
を

も
と

に
ア

ン
ケ

ー
ト

に
参

加
し

た
市

町
村

教
育

委
員

会
の

情
報

交
換

会
を

開
催

―
―

1
1
メ

ル
マ

ガ
「

ユ
ビ

キ
タ

ス
＠

n
a
g
a
n
o
」

の
発

行
と

活
用

最
新

の
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

事
情

や
性

被
害

・
ネ

ッ
ト

利
用

の
危

険
性

等
に

つ
い

て
専

門
家

と
の

情
報

交
換

等
を

踏
ま

え
た

メ
ル

マ
ガ

を
学

校
へ

配
布

し
、

校
内

研
修

等
に

活
用

・
第

4
9
号

（
1
月

1
5
日

付
）

を
発

行
―

―

1
2
Ｐ

Ｔ
Ａ

指
導

者
研

修
事

業

・
県

Ｐ
Ｔ

Ａ
連

合
会

及
び

県
高

等
学

校
Ｐ

Ｔ
Ａ

連
合

会
の

指
導

者
研

修
会

に
お

い
て

情
報

モ
ラ

ル
に

関
す

る
研

修
等

を
実

施

・
義

務
関

係
：

2
地

区
 
2
会

場
　

中
止

・
高

校
関

係
：

1
地

区
 
1
会

場
　

参
加

者
7
0
人

　
　

　
　

　
　

1
地

区
 
1
会

場
　

中
止

1
7
3

1
7
3

1
3
生

涯
学

習
推

進
セ

ン
タ

ー
研

修
事

業
・

県
生

涯
学

習
推

進
セ

ン
タ

ー
の

移
動

講
座

に
お

い
て

情
報

モ
ラ

ル
に

関
す

る
研

修
等

を
実

施
・

移
動

講
座

：
県

下
2
地

区
　

会
場

参
加

者
7
4
人

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
録

画
視

聴
　

7
0
人

3
,
2
3
2

3
,
2
3
2

長
野

県
青

少
年

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
適

正
利

用
推

進
協

議
会

事
業

8
次

世
代

サ
ポ

ー
ト

課

心
の

支
援

課

文
化

財
・

生
涯

学
習

課

子 　 ど 　 も 　 の 　 性 　 被 　 害 　 の 　 未 　 然 　 防 　 止

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

適
正

利
用

5



R
3
年

度
事

業
内

容
R
2
年

度
の

実
績

R
3
当

初
予

算
額

　
　

　
(
千

円
）

R
2
当

初
予

算
額

　
　

　
(
千

円
）

担
当

課
項

目
事

業
名

等

1
4

地
域

住
民

が
子

ど
も

の
性

被
害

防
止

等
の

理
解

を
深

め
る

た
め

の
公

民
館

等
に

お
け

る
講

座
の

機
会

充
実

・
市

町
村

教
育

委
員

会
や

関
係

機
関

と
の

会
議

の
場

に
お

い
て

公
民

館
等

を
活

用
し

た
学

習
機

会
の

充
実

を
要

請
公

民
館

運
営

協
議

会
の

役
員

会
議

に
て

要
請

―
―

文
化

財
・

生
涯

学
習

課

1
5
子

ど
も

安
全

総
合

対
策

事
業

・
ス

ク
ー

ル
サ

ポ
ー

タ
ー

等
に

よ
る

児
童

に
対

す
る

情
報

モ
ラ

ル
教

育
の

実
施

・
保

護
者

に
対

す
る

児
童

の
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
適

正
利

用
に

係
る

啓
発

活
動

・
Ｓ

Ｎ
Ｓ

に
お

い
て

不
適

切
な

書
き

込
み

を
行

っ
た

児
童

等
に

対
す

る
注

意
喚

起
を

実
施

・
高

校
生

ス
マ

ホ
キ

ャ
ラ

バ
ン

、
T
T
教

室
等

、
主

に
児

童
・

生
徒

を
対

象
と

し
た

非
行

防
止

教
室

等
の

啓
発

活
動

 
 
5
7
2
回

(
暦

年
)

・
S
N
S
に

お
け

る
不

適
切

な
書

き
込

み
に

対
す

る
注

意
喚

起
　

8
6

人
（

暦
年

）

3
2
,
5
6
5

3
1
,
3
4
1

県
警

人
身

安
全

・
少

年
課

1
6
地

域
・

家
庭

に
お

け
る

性
教

育
の

取
組

支
援

事
業

・
地

域
に

お
い

て
個

人
又

は
団

体
が

行
う

子
ど

も
の

心
身

や
性

に
関

す
る

相
談

活
動

等
の

取
組

を
支

援
・

ひ
ま

わ
り

っ
子

保
健

室
支

援
事

業
・

移
動

ひ
ま

わ
り

っ
子

保
健

室
相

談
事

業

・
ひ

ま
わ

り
っ

子
保

健
室

支
援

事
業

：
1
回

・
移

動
ひ

ま
わ

り
っ

子
保

健
室

相
談

事
業

：
0
回

2
3
5

2
3
5

1
7
信

州
こ

ど
も

カ
フ

ェ
運

営
支

援
事

業

・
学

習
支

援
や

食
事

提
供

等
を

通
じ

て
、

子
ど

も
の

健
や

か
な

成
長

を
支

援
す

る
た

め
、

信
州

こ
ど

も
カ

フ
ェ

の
運

営
費

等
の

補
助

を
実

施
1
か

所
3
万

円
～

1
1
万

円
以

内
・

信
州

こ
ど

も
カ

フ
ェ

設
置

数
　

1
3
3
か

所
（

R
3
.
3
時

点
）

7
,
1
1
0

3
,
0
0
0

1
8
子

ど
も

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

事
業

・
子

ど
も

や
保

護
者

、
学

校
等

か
ら

の
相

談
に

対
応

す
る

「
子

ど
も

の
総

合
相

談
窓

口
」

の
運

営
・

子
ど

も
の

人
権

侵
害

に
関

す
る

案
件

に
つ

い
て

調
査

・
審

議
し

、
問

題
の

解
決

や
救

済
を

行
う

「
子

ど
も

支
援

委
員

会
」

の
運

営

・
相

談
件

数
　

6
6
7
件

・
子

ど
も

支
援

委
員

会
　

4
回

開
催

・
広

報
カ

ー
ド

及
び

ポ
ス

タ
ー

を
作

成
し

、
県

内
学

校
に

配
布

1
3
,
6
1
0

1
3
,
2
7
3

1
9
予

期
せ

ぬ
妊

娠
に

悩
む

妊
婦

等
支

援
事

業

・
乳

児
院

が
、

産
科

医
療

機
関

、
市

町
村

等
の

関
係

機
関

と
連

携
し

て
、

予
期

せ
ぬ

妊
娠

に
悩

む
方

へ
の

支
援

を
実

施

・
年

間
２

回
の

研
修

を
実

施
・

広
報

啓
発

と
し

て
中

高
生

対
象

の
動

画
を

制
作

。
高

校
へ

の
出

張
授

業
を

実
施

・
相

談
実

績
2
2
4
件

7
,
2
5
1

8
,
0
6
2

2
0
学

校
生

活
相

談
体

制
充

実
事

業

・
い

じ
め

や
不

登
校

な
ど

学
校

生
活

に
お

け
る

児
童

生
徒

の
様

々
な

悩
み

の
相

談
に

応
じ

る
た

め
の

電
話

等
に

よ
る

相
談

窓
口

の
設

置

・
学

校
生

活
相

談
セ

ン
タ

ー
、

2
4
時

間
対

応
　

相
談

件
数

8
2
7
件

、
延

べ
回

数
1
,
3
1
8
回

1
0
,
0
0
3

9
,
4
4
2

2
1
L
I
N
E
を

活
用

し
た

相
談

体
制

構
築

事
業

・
中

学
生

・
高

校
生

の
通

信
手

段
が

電
話

か
ら

Ｓ
Ｎ

Ｓ
に

移
行

し
て

い
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
い

じ
め

・
自

殺
防

止
等

に
向

け
た

Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ

に
よ

る
相

談
を

実
施

・
6
月

1
0
日

～
3
月

3
1
日

の
毎

週
水

曜
日

の
定

期
相

談
(
3
9
日

)
　

6
～

8
月

に
集

中
期

間
を

設
け

て
対

応
(
2
7
日

)
　

年
間

6
6
日

・
相

談
対

応
数

1
,
0
2
6
件

9
,
7
8
6

8
,
0
0
0

子 ど も の 性 被 害 の 未 然 防 止

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

適
正

利
用

相
談

体
制

・
居

場
所

づ
く

り

次
世

代
サ

ポ
ー

ト
課

こ
ど

も
・

家
庭

課
、

児
童

相
談

・
養

育
支

援
室

心
の

支
援

課

6



R
3
年

度
事

業
内

容
R
2
年

度
の

実
績

R
3
当

初
予

算
額

　
　

　
(
千

円
）

R
2
当

初
予

算
額

　
　

　
(
千

円
）

担
当

課
項

目
事

業
名

等

2
2
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

（
Ｓ

Ｓ
Ｗ

）
活

用
事

業

・
い

じ
め

、
不

登
校

、
暴

力
行

為
な

ど
の

背
景

に
あ

る
家

庭
的

な
問

題
に

対
応

す
る

た
め

、
社

会
福

祉
や

精
神

保
健

福
祉

の
専

門
家

で
あ

る
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

を
学

校
に

派
遣

し
、

地
域

や
専

門
機

関
等

と
連

携
し

て
困

難
を

抱
え

る
児

童
生

徒
を

取
り

巻
く

環
境

を
改

善

・
Ｓ

Ｓ
Ｗ

3
5
人

を
各

教
育

事
務

所
に

配
置

・
県

Ｓ
Ｓ

Ｗ
を

1
6
市

教
委

（
1
7
人

）
へ

派
遣

・
支

援
児

童
生

徒
人

数
1
,
2
1
1
人

う
ち

継
続

支
援

児
童

生
徒

数
 
 
8
9
8
人

・
外

部
関

係
機

関
と

の
連

携
件

数
2
,
2
6
9
件

1
0
2
,
8
3
2

9
4
,
3
6
5

心
の

支
援

課

2
3
子

ど
も

安
全

総
合

対
策

事
業

・
ス

ク
ー

ル
サ

ポ
ー

タ
ー

学
校

訪
問

の
活

性
化

・
学

校
／

警
察

相
互

の
信

頼
関

係
構

築
及

び
情

報
共

有
に

向
け

た
ス

ク
ー

ル
サ

ポ
ー

タ
ー

学
校

訪
問

の
活

性
化

・
ス

ク
ー

ル
サ

ポ
ー

タ
ー

学
校

訪
問

　
4
,
8
6
7
回

（
再

掲
）

（
再

掲
）

県
警

人
身

安
全

・
少

年
課

2
4

【
新

】
特

別
支

援
学

校
の

多
様

性
に

対
応

で
き

る
外

部
専

門
家

活
用

事
業

・
特

別
支

援
学

校
の

管
理

職
、

教
職

員
、

寄
宿

舎
職

員
、

講
師

等
を

対
象

に
「

C
A
P
な

が
の

」
に

よ
る

研
修

を
実

施
。

児
童

生
徒

を
性

被
害

や
虐

待
か

ら
守

る
意

識
と

ス
キ

ル
、

緊
急

介
入

の
仕

方
及

び
、

障
が

い
の

あ
る

児
童

生
徒

と
の

距
離

の
取

り
方

等
を

身
に

つ
け

る
。

・
管

理
職

の
人

権
意

識
及

び
教

職
員

の
非

違
行

為
防

止
に

向
け

た
学

校
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
力

の
向

上
。

―
2
5
7

―
特

別
支

援
教

育
課

2
5

将
来

世
代

応
援

県
民

会
議

運
営

補
助

（
青

少
年

育
成

事
業

）

・
青

少
年

健
全

育
成

の
取

組
（
信

州
あ

い
さ

つ
運

動
、

少
年

の
主

張
大

会
等

）
、

県
民

会
議

の
運

営
を

支
援

・
あ

い
さ

つ
運

動
実

施
市

町
村

な
し

・
少

年
の

主
張

長
野

県
大

会
　

入
場

者
4
3
人

（
長

野
市

）
5
,
5
7
2

5
,
6
7
5

2
6
青

少
年

サ
ポ

ー
タ

ー
設

置
事

業
・
青

少
年

サ
ポ

ー
タ

ー
の

委
嘱

及
び

研
修

会
の

開
催

・
青

少
年

育
成

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
配

置

・
青

少
年

サ
ポ

ー
タ

ー
　

個
人

登
録

者
数

：
7
9
7
人

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
団

体
登

録
者

数
：
7
団

体
2
3
0
店

舗
・
青

少
年

サ
ポ

ー
タ

ー
研

修
会

　
2
回

　
延

べ
1
1
3
人

参
加

3
,
5
6
4

3
,
7
7
2

2
7
子

ど
も

安
全

総
合

対
策

事
業

・
警

察
関

係
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
等

の
活

性
化

・
青

少
年

健
全

育
成

活
動

の
支

援
、

協
働

実
施

・
長

野
県

警
察

大
学

生
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

活
用

と
活

動
活

性
化

・
規

範
意

識
醸

成
活

動
（

小
学

児
童

の
防

犯
活

動
参

加
～

わ
が

家
の

セ
ー

フ
テ

ィ
リ

ー
ダ

ー
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と
子

ど
も

の
協

働
活

動
～

地
域

ふ
れ

あ
い

事
業

）
の

充
実

・
街

頭
補

導
活

動
の

強
化

・
少

年
警

察
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
、

長
野

県
警

察
大

学
生

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と
連

携
し

、
各

種
少

年
の

健
全

育
成

活
動

を
実

施
・

わ
が

家
の

セ
ー

フ
テ

ィ
ー

リ
ー

ダ
ー

の
委

嘱
 
 
7
1
校

　
3
,
0
1
5
人

・
不

良
行

為
少

年
の

補
導

　
2
,
9
5
9
人

（
暦

年
）

（
再

掲
）

（
再

掲
）

県
警

人
身

安
全

・
少

年
課

子 ど も を 見 守 り ・ 育 て る

青
少

年
健

全
育

成
県

民
運

動
活

性
化

次
世

代
サ

ポ
ー

ト
課

子 ど も の 性 被 害 の 未 然 防 止

相
談

体
制

・
居

場
所

づ
く

り

7



R
3
年

度
事

業
内

容
R
2
年

度
の

実
績

R
3
当

初
予

算
額

　
　

　
(
千

円
）

R
2
当

初
予

算
額

　
　

　
(
千

円
）

担
当

課
項

目
事

業
名

等

・
性

暴
力

被
害

者
の

心
身

の
負

担
軽

減
・

回
復

の
た

め
、

電
話

相
談

や
面

接
相

談
に

よ
り

被
害

状
況

や
ニ

ー
ズ

を
丁

寧
に

把
握

し
、

必
要

に
応

じ
た

支
援

の
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

を
実

施
（

産
婦

人
科

医
療

等
）

・
二

次
被

害
防

止
の

た
め

、
支

援
先

へ
同

行
支

援

・
電

話
相

談
(
2
4
時

間
)
、

支
援

等
を

実
施

 
 
新

規
受

付
件

数
　

1
0
0
件

・
性

暴
力

被
害

者
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
会

議
の

開
催

　
１

回
2
2
,
1
5
0

1
9
,
5
2
2

・
性

暴
力

被
害

者
に

適
切

に
支

援
を

行
う

た
め

、
支

援
員

を
対

象
に

資
質

向
上

研
修

を
実

施
・

研
修

会
　

0
回

（
ケ

ー
ス

検
討

会
及

び
講

演
）

5
0

7
4

2
9
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
事

業

・
児

童
生

徒
が

安
心

し
て

学
校

生
活

を
送

り
、

学
習

に
取

り
組

め
る

よ
う

、
児

童
生

徒
の

悩
み

に
適

切
か

つ
迅

速
に

対
応

で
き

る
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
（

公
認

心
理

師
、

臨
床

心
理

士
等

）
を

配
置

・
全

て
の

公
立

小
・

中
・

義
務

教
育

学
校

に
Ｓ

Ｃ
を

配
置

。
・

各
教

育
事

務
所

に
配

置
さ

れ
た

Ｓ
Ｃ

を
県

立
高

等
学

校
お

よ
び

県
立

特
別

支
援

学
校

に
派

遣
・

相
談

件
数

3
0
,
8
3
7
件

1
9
4
,
3
9
5

1
8
6
,
8
6
5

心
の

支
援

課

・
教

職
員

へ
の

指
導

資
料

の
周

知
・

徹
底

や
対

応
事

例
の

情
報

共
有

を
進

め
る

た
め

の
研

修
会

を
実

施
・

教
職

員
へ

の
指

導
資

料
の

周
知

・
徹

底
や

対
応

事
例

の
情

報
共

有
を

進
め

る
た

め
の

研
修

会
を

実
施

―
―

・
教

職
員

が
性

被
害

に
関

す
る

基
本

的
な

対
応

な
ど

を
学

ぶ
研

修
等

の
実

施
・

教
職

員
が

性
被

害
に

関
す

る
基

本
的

な
対

応
な

ど
を

学
ぶ

研
修

等
を

実
施

―
―

3
1
子

ど
も

安
全

総
合

対
策

事
業

・
性

被
害

に
遭

っ
た

少
年

に
対

す
る

支
援

活
動

生
活

・
生

育
環

境
等

を
背

景
と

し
た

性
被

害
に

遭
っ

た
少

年
に

つ
い

て
、

当
該

少
年

の
精

神
的

被
害

回
復

や
達

成
感

・
自

己
肯

定
感

の
醸

成
の

た
め

、
被

害
少

年
や

保
護

者
へ

の
継

続
連

絡
・

面
接

、
農

業
体

験
や

就
学

就
労

支
援

等
を

実
施

・
面

接
等

に
よ

る
助

言
指

導
、

体
験

活
動

等
を

実
施

（
再

掲
）

（
再

掲
）

県
警

人
身

安
全

・
少

年
課

広
報

・
啓

発
活

動
3
2
子

ど
も

安
全

総
合

対
策

事
業

・
被

害
情

勢
等

の
広

報
・

啓
発

地
域

の
性

被
害

等
情

勢
の

把
握

分
析

と
各

種
機

会
・

媒
体

を
活

用
し

た
情

報
発

信
の

強
化

・
各

種
会

議
、

ミ
ニ

広
報

誌
、

ケ
ー

ブ
ル

テ
レ

ビ
等

あ
ら

ゆ
る

機
会

・
媒

体
を

通
じ

て
犯

罪
情

勢
を

広
報

啓
発

（
再

掲
）

（
再

掲
）

県
警

人
身

安
全

・
少

年
課

4
2
7
,
0
6
6

4
0
1
,
5
3
2

人
権

・
男

女
共

同
参

画
課

県 民 意 識 の 醸 成性 被 害 を 受 け た 子 ど も の 救 済

性
被

害
を

受
け

た
子

ど
も

を
支

え
る

仕
組

み
の

構
築

学
び

の
改

革
支

援
課

、
保

健
厚

生
課

性
暴

力
被

害
者

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

事
業

（
支

援
員

資
質

向
上

研
修

会
の

開
催

）

2
8

教
職

員
を

対
象

と
し

た
研

修
等

を
活

用
し

た
取

組
の

推
進

3
0

8


